
報告第１号 

 

   専決処分事項の報告及びこれの承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

記 

 

 （処分事項） 

 三田市市税条例等の一部を改正する条例の制定 

 

  平成２８年６月３日提出 

 

三田市長 森  哲 男    

 

 （提案理由） 

 地方税法の一部改正に伴い、三田市市税条例等の一部を改正する必要が生じたが、

施行期日が急迫し、急を要するため専決処分したので、これを議会に報告し、承認

を求める。 



専決第１号 

 

   三田市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の

とおり専決処分する。 

 

  平成２８年３月３１日 

 

三田市長 森  哲 男    

 

 （専決処分すべき事項） 

 三田市市税条例等の一部を改正する条例の制定（別紙のとおり。） 

 （理由） 

 地方税法の一部改正に伴い、三田市市税条例等の一部を改正する必要が生じたが、

施行期日が急迫し、急を要するため専決処分する。 

 

 



三田市条例第２４号 

 

   三田市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （三田市市税条例の一部改正） 

第１条 三田市市税条例（昭和３２年三田町条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

第３４条の４の２に次の１項を加える。 

７ 第３１条第４項の規定は、第１項及び第２項の資本金等の額について準用す

る。この場合において、第３１条第４項中「第２項」とあるのは「第１項及び

第２項」と、「同項の表中」とあるのは「同項中」と読み替えるものとする。 

第５６条各号列記以外の部分中「又は第１２号の固定資産」を「若しくは第１

２号の固定資産又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構

が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）」に、

「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に

改める。 

第５９条中「又は第１２号」を「、第１２号又は第１６号」に改める。 

付則第１０条の２第４項中「第１５条第２項第６号」を「第１５条第２項第７

号」に改め、同条第９項を同条第１６項とし、同条第８項を同条第１４項とし、

同項の次に次の１項を加える。 

 １５ 法附則第１５条第４２項に規定する市の条例で定める割合は５分の４とす

る。 

  付則第１０条の２第７項を同条第１３項とし、同条第６項を同条第１２項とし、

同条第５項の次に次の６項を加える。 

 ６ 法附則第１５条第２９項に規定する市の条例で定める割合は２分の１とする。 

 ７ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定する市

の条例で定める割合は３分の２とする。 

 ８ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市

の条例で定める割合は３分の２とする。 

 ９ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定する市

の条例で定める割合は２分の１とする。 



 １０ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は２分の１とする。 

 １１ 法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は２分の１とする。 

付則第１０条の３第９項第５号中「費用」の次に「及び令附則第１２条第３６

項に規定する補助金等」を加える。 

（三田市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 三田市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年三田市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

付則第６条第３項の表第９８条第１項の項中「第３４号の２様式」を「施行規

則第３４号の２様式」に改め、「第１条の規定」を削り、同表第９８条第２項の項

中「第３４号の２の２様式」を「施行規則第３４号の２の２様式」に改め、同表

第９８条第３項の項中「第３４号の２の６様式」を「施行規則第３４号の２の６

様式」に改め、同表第９８条第４項の項中「第３４号の２様式」を「施行規則第

３４号の２様式」に改め、同条第７項の表第１００条の２の項中「第１００条の

２」を「第１００条の２第１項」に改め、同条第１０項の表第７項の表以外の部

分の項中「第４項」を「第４項の」に、「第９項」を「第９項の」に、「から」を

「同項から前項まで」に、「、第５項及び」を「同項、第５項及び前項」に改め、

同表第７項の表第１００条の２の項の項中「第１００条の２」を「第１００条の

２第１項」に改め、同条第１２項の表第７項の表以外の部分の項中「第４項」を

「第４項の」に、「第１１項」を「第１１項の」に、「から」を「同項から前項ま

で」に、「、第５項及び」を「同項、第５項及び前項」に改め、同表第７項の表第

１００条の２の項の項中「第１００条の２」を「第１００条の２第１項」に改め、

同条第１４項の表第７項の表以外の部分の項中「第４項」を「第４項の」に、「第

１３項」を「第１３項の」に、「から」を「同項から前項まで」に、「、第５項及

び」を「同項、第５項及び前項」に改め、同表第７項の表第１００条の２の項の

項中「第１００条の２」を「第１００条の２第１項」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 



第２条 第１条の規定による改正後の三田市市税条例（以下「新条例」という。）第

３４条の４の２第７項の規定は、施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市

民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同

日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分

の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２７年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例付則第１０条の２第６項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取

得され、又は改良される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律

第１３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「新法」という。）附則第１５条第２９項に規定する償却資産に対して課する

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例付則第１０条の２第７項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例付則第１０条の２第８項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例付則第１０条の２第９項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例付則第１０条の２第１０項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに

取得される新法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対して課する平

成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例付則第１０条の２第１１項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに

取得される新法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対して課する平

成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

８ 新条例付則第１０条の２第１５項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに

取得される新法附則第１５条第４２項に規定する家屋及び償却資産に対して課す



る平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

９ 新条例付則第１０条の３第９項第５号の規定は、平成２８年４月１日以後に改

修される新法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第

１０項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成２９年度以後の年度分

の固定資産税について適用する。 

 （行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部改正） 

第４条 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例（平成２８年

三田市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  付則第２項中「平成２８年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産につい

て固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出」を「施行日以後に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第２項の規定による公示若しくは

同法第４１９条第３項の規定による公示（同法第４２０条の更正に基づく納税通

知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付）又は同法第４１７条第１項

後段の規定による通知（以下この項において「公示等」という。）がされる場合」

に、「平成２７年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に

登録された価格に係る審査の申出（申出期間の初日が施行日以後である審査の申

出を除く。）」を「同日前に公示等がされた場合」に改める。 


